令和７年9月４日  
保護者・生徒の皆様
大阪市立阿倍野中学校  
校 長　畠 野　 耕 二
｢特別警報｣または｢暴風警報｣発令に伴う措置について
処暑の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申しあげます。平素は、本校教育活動推進のために、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、標記につきまして、台風等による｢特別警報｣または｢暴風警報｣発令の場合、下記の
措置をとりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

	午前７時現在で、大阪市に｢特別警報｣または｢暴風警報｣が
発令されていたら、全日臨時休業となります。


＜注意＞
１　午前7時00分の時点で、「大阪市に『暴風警報』もしくは『特別警報』が発令されている」
または「ＪＲ大阪環状線および大阪メトロ（ニュートラムを含む）の両方が全面運休している」時は、臨時休業とします。
　　※　午前７時以降に｢特別警報｣または｢暴風警報｣等が解除されても臨時休業です。
　　※「大雨警報」「洪水警報」発令では、臨時休業とはなりません。
　　※　現在、警報や注意報は、大阪府を5つの地域に細分化して発表されています。
「大阪市」に関する情報をご確認ください。

　　　　　　
２　生徒登校後に『暴風警報』が発令された場合は、お子様の安全を考慮し、指示してまいり
ます。また、風雨の状況により、早めの下校を指示することがあります。

３　学校給食は、臨時休業に伴い給食は配送されません。
　　また、午前7時00分以降に暴風警報が発令された場合には配送はされますが、
　　校時変更により喫食せずに下校させる場合があることをご了承ください。

４　土日祝日の部活動についても、平日に準じた措置となります。
　　なお、『暴風警報』解除後に試合など部活動がある場合は、顧問より連絡させていただき
ます。
　
